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 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１９条の１７の規定により、 

別紙のとおり原因ならびにその対策について取り纏めたので報告します。 



 
 

原 子 炉 施 設 故 障 等 報 告 書 

平成２５年 ３月１８日 
 

関西電力株式会社 

件     名 美浜発電所1号機 Ａ－非常用ディーゼル発電機過給機の損傷について 

事象発生の日時 平成２５年２月６日１３時１５分（必要な機能を有していないと判断した日時） 

事象発生の場所 美浜発電所１号機 中間建屋１階（Ａ－非常用ディーゼル発電機室） 

事 象 発 生 の 
原 子 炉 施 設 名 非常用予備発電装置 

事 象 の 状 況 

美浜発電所１号機（定格電気出力３４万キロワット）は第２５回定期検査中のところ、平成２５年２月５日、Ａ－非

常用ディーゼル発電機（以下、Ａ－ＤＧという。）の定期負荷試験のため、９時２４分に現地にて運転員がＡ－ＤＧを起

動した。 
その後、現地にてＡ－ＤＧから発電所内へ送電する系統へ接続し、９時４７分に１００％電気出力に到達したが、９

時４８分に電気出力の低下（３，１２０kWから約２，０００kWへ低下）が認められ、屋外の排気筒では黒煙を確認し

たため、運転員によりＡ－ＤＧを手動停止した。その際、ディーゼル発電機室内において煙により煙感知器が動作した。

２月６日、原因調査のためＡ－ＤＧを目視点検したところ、４台ある過給機のうち、１台の過給機（以下、当該過給

機という。）で排気出口配管との接続部が外れて開口していることを確認した。この開口部からファイバースコープを挿

入し当該過給機内部を点検したところ、過給機のタービンロータ（翼と軸からなる構造物）が損傷していることを確認し

た。また、当該過給機の下部に複数の金属片を確認した。 
なお、本事象は、Ｂ－ＤＧおよび空冷式非常用発電装置により保安規定第７５条の運転上の制限（ディーゼル発電機

２基が動作可能であること）は満足している。 

原 因 調 査 

１．聞き取り調査結果 
事象発生時に現場で立ち会った当社運転員から聞き取り調査を実施した。 

（１）１００％出力到達後、現地のＤＧ制御盤にて発電機負荷が低下したことに気付き、屋外の排気筒を確認したとこ

ろ黒煙の発生が認められたため、ＤＧの異常と判断し、ＤＧの停止操作を指示した。 
（２）過給機付近で異音が発生し、黒煙を確認したが、ＤＧ機関停止により黒煙は止まった。 

 
２．現地および工場調査結果 

過給機に損傷が発生した原因について、点検調査を実施した。 
（１）現地状況調査結果 

ａ．当該過給機外観目視点検結果 
当該過給機を取外す前においては、タービン室フランジ面が外れ、タービン出口伸縮継手がつぶれているこ

とが認められた。また、取外した後においては、タービン側のフランジ取付ボルトが全て外れ、ロックプレー

トが脱落していることが認められるとともに、タービンロータの破損が認められた。 
ｂ．運転状況確認結果 

Ａ－ＤＧ負荷試験における負荷上昇の推移に異常は認められず、過去の負荷試験における運転パラメータに

おいても、異常を示す記録は認められなかった。 
ｃ．前回点検結果 

前回（第２３回定期検査）の分解点検状況に異常は認められなかった。 
（２）工場調査結果 

当該過給機とＡ－ＤＧに取付けられていた残りの３台の過給機をメーカの工場に搬送し、詳細調査を行った。 
ａ．外観目視点検結果 

・コンプレッサカバー内面の内周部に、全周に渡りすじ状の接触跡が認められた。 

・ロックナットのコンプレッサホイール側座面に、光沢が確認され周方向の摺動跡が認められた。また、締付け

状態を確認したところロックナットは緩んでおりトルクがかかっていない状態であることが認められた。  

・コンプレッサホイールの翼部に、コンプレッサカバーと接触したと思われる接触跡が認められた。また、コン

プレッサホイールのシャフト部端面に、ロックナットおよびフリンガスリーブとの接触によるものと思われる

摺動跡が認められるとともに、コンプレッサホイールシャフト貫通部内面に、シャフトとの接触によるものと

思われる摺動跡が認められた。 

・フリンガスリーブに、コンプレッサホイールとの接触面に摺動跡が認められたが、異常は認められなかった。

・フランジ取付ボルトは、８本中、１本の脱落が認められ、その他の７本は、ネジ部途中にて折損が認められた。



原 因 調 査 

・フランジの内周部に、損傷および一部欠損が認められた。 

・ノズルリングは、全ての翼が損傷しており、全体が大きく変形していた。 

・タービンハウジングは、一部に貫通したひび割れが認められた。・タービンロータのシャフトは、タービンホ

イールとの溶接部で折損しており、コンプレッサホイール取付け部において、周方向に複数の摺動跡が認めら

れた。また、タービンホイールの翼は大きく破損していた。さらに、中心部（ハブ部）付近からの破損も認め

られた。 

・タービンバックプレートは、一部が欠損するとともに、ひび割れ、変形等が認められた。 

・ラビリンスプレートに、欠損および軸貫通部近傍に接触跡が認められた。 

・ベアリングハウジングのタービン側のフランジ外周部の一部に、欠損が認められた。 

ｂ．材料確認結果 
過給機主要部品の使用材料についてミルシート等を調査した結果、異常は認められなかった。 

ｃ．各部寸法計測結果 

今回の事象による損傷・変形と思われるもの以外に異常は認められなかった。 

ｄ．浸透探傷試験結果 

当該過給機のシャフトおよびタービンホイールの浸透探傷試験（以下ＰＴという。）を実施した結果、タービ 

ンホイール背面（コンプレッサ側）ハブ部に、中心から約２０ｍｍの位置に円周状のＰＴ指示が断続的に認め

られ、最も長いものは約１０ｍｍであった。 

ｅ．破面観察結果 

当該過給機のシャフトおよびタービンホイールなどについて、破面観察を実施し、それらの破面を走査型電子

顕微鏡にて拡大観察を実施した。 

・シャフトは、溶接部が全周に渡って破断しており、損傷部には破断面全体に渡り擦り傷が多数認められ、一部

の破断部には延性破壊の特徴であるディンプルが認められた。 

・タービンホイールは、タービンホイール側シャフト折損部に破断面全体に渡り擦れ傷が多数認められ、一部に

ディンプルが認められた。また、タービンホイール破損部の破面は、全体的に凹凸が大きく、デンドライト境

界に沿った割れの模様が認められるとともにディンプルと推定される破面が部分的に認められた。また、ター

ビンホイールＰＴ指示部破面は、ディンプルが認められた。 

・フランジ取付ボルトの折損部は比較的平坦であり、破面は、ディンプルが認められた。 

ｆ．断面ミクロ組織観察結果 

当該過給機のシャフトおよびタービンホイールなどの断面ミクロ組織観察を実施した。 

・シャフトネジ部は、コンプレッサホイールとの取り合い付近に付着物が認められた。なお、付着物を分析した

結果、アルミニウムであることが確認された。 

・タービンホイールは、割れがジグザグ状で概ねデンドライトの境界を進展していた。コンプレッサ側表面に微

小なき裂が認められたことから、コンプレッサ側を起点としたき裂が発生した可能性が考えられる。 

・フランジ取付ボルトは、破断部近傍に著しい変形に伴うすべり線が多く認められた。 

ｇ．硬度測定結果 

当該過給機のシャフトおよびタービンホイールなどについて、硬さ試験を行い異常は認められなかった。 

ｈ．材料成分分析結果 

電子線マイクロアナライザーによる成分分析を行い、異常は認められなかった。 

ｉ．残り３台の過給機の点検結果 

外観目視点検・寸法測定・ロックナットの緩み等について、異常は認められなかった。 

 

以上の工場調査結果から、当該過給機のタービン側が大きく損傷しており、コンプレッサ側のロックナットに緩

みが認められ、コンプレッサホイールにはシャフトとの取付け部に周方向の摺動跡が認められるとともにナット締

付け部に摩耗が認められた。また、破面調査の結果、デンドライトに沿った破面および延性破面が認められ、ター

ビンロータのシャフトとタービンホイールおよびフランジ取付ボルトは強制的に破壊したものと考えられる。 

 
（３）破片回収結果 

 現地および工場にて回収した破片を合わせた総重量から、破片は全て回収したと判断する。 

（４）過給機設計に関する調査 

過給機は、回転部の構造として両ホイールをシャフトでつなぎ、その間に軸受機構を設置することでコンパクト

な構造とし、メンテナンスのため、コンプレッサホイールを脱着可能なロックナット構造としている。 

また、タービンホイールとシャフトは、電子ビーム溶接で一体接合し、万が一、高速回転でタービンホイールが

損傷した場合でも、電子ビーム溶接部が折損することで、内部潤滑油の漏えいによる火災が発生しないよう設計さ

れている。 

当初の設計では、全ての過給機のロックナットは標準的なネジ加工である右ネジを採用していたが、平成元年以

降、トラック・乗用車向けエンジンの出力アップに伴い、過給機の高速回転化要求が生じ、ロックナットの緩みに

よる損傷事例、並びにユーザからの改善要望を踏まえ、小型過給機については左ネジに変更してきた。過給機のロ

ックナットを左ネジとした場合は、過給機の起動時・運転時・停止時ともロックナットにかかる回転力はロックナ

ットが締まる方向に力が働くこととなる。しかし、当該過給機は小型過給機に比べ回転数が低く左ネジへの変更対

象外であり、ロックナットは設計上、右ネジのままであることを確認した。 

 



原 因 調 査 

なお、Ａ－ＤＧの出力降下について評価した結果、４台中１台の過給機の機能喪失により、出力が約３２％低下

することがあり、今回３，１２０ｋＷから約２，０００ｋＷ（２，１３６ｋＷ）への約３２％低下は、１台の過給

機が損傷したことによるものと考えられる。 

（５）メーカ知見の調査 

当該過給機製造メーカにおいて過去に経験した過給機の損傷事例の損傷部位は主に「タービンホイール翼部」

「タービンホイールハブ部（以下、ハブ部という。）」「シャフト溶接部」であるが、「ハブ部」からの損傷のみ翼部

ならびにシャフト溶接部の損傷を伴っていた。なお、他の損傷部位については、ハブ部の損傷はなかった。 

また、メーカによるタービンロータ損傷時の挙動を確認するためのタービンロータの過回転による実証試験によ

ると、当該タービンロータはハブ部から損傷するとともに、翼部ならびにシャフト溶接部の損傷を伴っていた。 

なお、この際フランジ取付ボルトの折損、フランジの外れ、タービンホイールの外部への飛び出しおよびタービ

ンハウジングのき裂も認められた。 

（６）当該過給機の点検履歴 

当該過給機は、ローテーション運用のため２台を追加購入した内の１台であり、第１５回定期検査にてＡ－ＤＧ

へ取付け、その後、４定期検査毎に点検を実施しており、その点検結果に異常は認められなかった。 

なお、過給機の点検は、第２１回定期検査までは、メーカ工場において分解点検を行っていたが、第２２回定期

検査以降は、現地にて分解点検を行っていた。 

（７）原因調査のまとめ 

工場調査における破面調査の結果、タービンロータのシャフトとタービンホイールには延性破面およびデンド

ライトに沿った破面が認められたことから、強制的に破壊したものと考えられる。 

現地調査において当該過給機タービン上流側の機器に損傷や異物は認められず、下流側にて回収した破片につ

いても当該過給機のものと判断できることから異物による損傷の可能性は低い。 

工場における分解時にコンプレッサホイールのロックナットに緩みが認められたこと、ロックナット等に摺動

跡が認められるとともにコンプレッサホイールの材質であるアルミニウムがロックナットに付着していたこと、ま

た、タービンロータのシャフト部（コンプレッサホイール取付け部）に周方向の摺動跡が認められアルミニウムの

付着が認められたことから、ロックナットが緩み、コンプレッサホイールが空回りした可能性が考えられる。 

当該過給機の損傷部位とメーカ知見の調査結果を比較するとタービンホイールのハブ部、翼部、シャフト溶接

部が損傷していることから、今回の損傷は過回転によるハブ部からの損傷に類似している。 

以上より何らかの原因によりロックナットが緩み、タービンホイールが過回転となったことが当該過給機の損

傷につながったと考えられることから、ロックナットの緩みおよびタービンホイールが過回転となる要因について

検討を実施した。 

 

３．損傷要因の検討 

原因調査結果を踏まえ、損傷に至る要因について試験や解析により確認・検証を行った。 

（１）緩みに対する検討 

ａ．前回点検時の締付方法 

当該過給機分解時、ロックナットにトルクがかかっていなかったことからロックナットの締付けについて着

目し、過給機組立時の作業方法の調査を行った。 

１）作業要領書について調査を行った結果、過給機の分解点検作業は、定期点検工事用の作業要領書に基づき実

施しているが、当該過給機の具体的な作業手順はＤＧ機関本体の一連の作業ではなく、過給機単体で施工さ

れることおよび過去に当該過給機における不具合が発生していないことから、分解・組立に関する詳細な手

順はメーカ推奨のノウハウ等である「整備解説書」に基づき実施している。なお、各部の寸法、組み込み、

非破壊検査等は点検記録として保存されているが、ロックナット等の締付記録は保存されていなかった。 

２）締付方法について調査を行った結果、上述の整備解説書では、ロックナット締付方法として過給機を床面に

横置きにした図が示され、タービンホイールを固定しロックナットを規定トルクで締付けることとされてい

るが、前回（第２３回定期検査）の点検についてメーカ指導員へ聞き取りしたところ、組立時にメーカ工場

での締付方法（専用受台を用い縦置き）を考慮して過給機を縦置きとしたが、専用受台を使用せず、補助作

業員が過給機を手で支える不安定な状態で締付けを行っていたことが分かった。このため、ロックナットの

適正なトルクによる締付けができなかった可能性が考えられる。 

ｂ．締付作業状態での違いによる締付力のばらつきを確認するため、前々回まで実施していた横置きによる締付作

業と、前回実施した専用受台を使用しない縦置きによる締付作業による締付軸力の差を確認する試験を実施し

た。その結果横置きであれば、ほぼ適正軸力の４５ｋＮの軸力を得ることができたが、縦置きの場合は過給機

を支える部位によりばらつきが大きく、３０ｋＮより小さい軸力となる場合があることが分かった。よって、

前回の分解点検において専用受台を使用せずに過給機を縦置きにしてコンプレッサホイールを支えた状態で

締付けた際には、コンプレッサホイールの抵抗により適正なトルクによる締付けができないため、締付力が不

十分であった可能性があることが分かった。 

（２）締付力不十分により過回転となることの検討 

ａ．締付力が不十分なことにより、ロックナットの締付けによる軸力が１００％負荷時に必要な軸力を下回る場合

には、コンプレッサホイールが回転に追従できず、滑りが生じる可能性がある。この滑りについて、試験を行

った結果、滑りの発生が確認され、その際の軸力は約２９ｋＮと計算された。また、コンプレッサホイールが

微小に滑ることにより摩耗が生じ、これが繰り返されることで軸力がさらに低下する。その結果、コンプレッ

サホイールが連続的に滑ることにより、追従不良につながったと考えられる。 



原 因 調 査 

ｂ．コンプレッサホイールが追従不良となったことにより、タービンホイールの回転数より遅れが生じ、当該コン

プレッサが吐出する空気の圧力、流量が低下する。解析結果では、タービンホイールの回転数に対して、滑り

率約５％以上で吐出圧力が健全な他のコンプレッサ３台に押し負け、健全な３台の過給機からの高温の空気が

滑りを起こしたコンプレッサへ逆流してくることとなる。この影響により、ロックナットネジ部に塗布されて

いた緩み止め剤の緩み抑制効果が低減され、また、ロックナットの締付けが回転力により緩む方向（右ネジ）

であることと相まってロックナットが緩んだ可能性が考えられる。これにより、コンプレッサホイールの滑り

が増大しタービンホイールの過回転に至ったと考えられる。 

（３）過回転による応力評価 

応力解析を行った結果、タービンホイールに負荷される応力は遠心力が支配的であり、定格運転時（４６，６

００ｒｐｍ、５８４℃）において、ハブ部の応力が最も高く、半径方向平均応力は２６０ＭＰａであった。一方、

当該材料の降伏応力は８１１ＭＰａであり、定格運転時にタービンホイールの損傷が発生することはない。しか

し、タービンホイールが過回転になると発生応力は回転数の２乗に比例するため、回転数が８４，０００ｒｐｍ

を超えると平均応力が材料の降伏応力を超え、ハブ部の損傷に至る可能性があることが分かった。なお、当該過

給機においてタービンホイールハブ部にＰＴ指示が認められており、応力解析結果と整合することが確認された。

 

４．損傷メカニズムの推定 

上記の調査結果等から、損傷メカニズムについて以下の通り推定を行った。 

（１）前回点検時、コンプレッサホイールのロックナット締付作業において、専用受台を用いずに不安定な状態で作業

を行うなど締付方法に不備があり、締付けトルクが適正に作用せずコンプレッサホイールの締付力が不十分であ

った。 

（２）締付力が不十分な状態で負荷試験を行うことで、コンプレッサホイールの微小な滑りにより摩耗が生じ、負荷

試験を繰り返すことで徐々に軸力が低下した。 

（３）軸力の低下により、今回の負荷試験における１００％負荷時にコンプレッサホイールの追従不良が発生し、当該

過給機の空気圧縮機能を喪失した。これにより、Ａ－ＤＧの出力が低下したものと考えられる。 

（４）ロックナットの緩みによりコンプレッサホイールが空回りし、タービンホイールの回転に対するコンプレッサの

負荷（抵抗）が減少したため、タービンホイールの回転数が上昇しタービンホイールが過回転となった。 

（５）タービンホイールが過回転となることで、遠心力による過大な応力がタービンホイールに発生し、応力集中部で

あるハブ部よりタービンホイールが損傷した。 

（６）タービンホイールが損傷した衝撃により、シャフト溶接部が折損するとともに、破損した部品により周囲の部品

が損傷した。 

事 象 の 原 因 

過給機の分解・組立に関する詳細な手順については、メーカ指導員が運用している整備解説書に基づいていたが、前回

の分解点検復旧時に専用受台がないにもかかわらずメーカ工場での締付方法を考慮して過給機を縦置きとした。このため

不安定な状態となったことから、コンプレッサホイールを支えて締付けを行った結果、締付けたトルクが適正に軸力とし

て作用せず初期軸力が低くなった。 

その後、Ａ－ＤＧの運転に伴い軸力が次第に低下し、今回の負荷試験においてコンプレッサホイールが連続的に滑り始

めた。締付力が不十分であったことと、ロックナットの締付けが回転力により緩む方向（右ネジ）であることが相まって、

ロックナットが緩み、タービンホイールが過回転となった。過回転によりタービンホイールのハブ部に過大な応力が発

生・損傷し、さらに、タービンホイールが破損した衝撃により、シャフト溶接部が折損するとともに、破損した部品によ

り周囲の部品が損傷したものと推定される。 

保護装置の種類 
及 び 動 作 状 況 な し 

放 射 能 の 影 響 な し 

被  害  者 な し 

他に及ぼした障害 な し 

復 旧 の 日 時 平成２５年３月下旬（過給機の復旧およびＡ－ＤＧ負荷運転予定） 

再 発 防 止 対 策 

１．今後の分解点検は、当該ロックナットに対し確実に締付けトルクを付与することができるよう、適切な専用受台を用

いて組立てを行う。 
２．締付作業において、コンプレッサホイールを把持しない等適切に締付けを行うための注意事項を作業手順書に明記し、

関係者に周知徹底する。 

３．当該ＤＧ全ての過給機について、ロックナットの締付けを回転方向と逆にすることにより緩み防止措置を行ない、当

該ＤＧに取付けた後、ＤＧの健全性を確認する。 
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